
住宅火災に備えましょう

「住宅用火災警報器」　　を設置しよう
　消防法や唐津市火災予防条例で平成23年６月からすべての住宅に設置することが義務付けられました。
住宅火災から命を守る小さなお守り、万が一に備えて「住宅用火災警報器」を設置しましょう。
　古くなると電子部品の劣化や電池切れで火災を検知しなくなるおそれがあります。設置から10年を目安
に交換しましょう。

令和７年度九州一斉住宅用火災警報器普及啓発キャンペーン 実施中（6/1 ～７）
住宅火災による被害の軽減を目的に九州の各消防本部（局）が一斉に実施する啓発運動です。

　建物火災での死者数の割合は
「住宅火災」が90%を超えていて、
原因は「逃げ遅れ」が40.6%です。
また、住宅火災での死者数の割合
は、65歳以上の高齢者が74%を
超えています。
　逃げ遅れを防ぐため、住宅用火
災警報器を設置することがとても
有効です。

住宅用火災警報器が
　命を守った事例 寝室で作動　その①

就寝中、掛け布団が電気ストーブに触
れ、布団を焦がし、寝室の住宅用火災
警報器が鳴

め い

動
ど う

。気づいた居住者が、急
いで水をかけ大事に至らなかった。

階段上部で作動

１階の台所から出火。２階で就寝中の
居住者が、階段の住宅用火災警報器の
鳴動に気づき、119番通報し避難でき
た。

寝室で作動　その②

居住者が寝たばこをしてしまい、布団
から発煙し、寝室の住宅用火災警報器
が鳴動。気づいた居住者が、布団を風
呂場へ持って行き、浴槽の水に浸し、
大事に至らなかった。

台所と寝室で作動

居住者が調理中に就寝してしまい、鍋
から発煙し、台所と寝室の住宅用火災
警報器が鳴動。隣人が警報音と臭いを
確認し119番通報。 出典：消防庁ホームページ

（http://www.fdma.go.jp）
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　高齢者など住宅用火災警報器を取り付けることが困難な世帯を対象に「消防職員」がお宅を訪問し「無料」
で取り付け・交換のお手伝いをしています。
※電気配線工事を伴うものは除きます。

A 寝室に付けましょう
　就寝時間中に火災が発生し、逃げ遅れが原因で
亡くなる人が多いため、寝室への設置が必要です。
2階に寝室がある場合は、階段の上部にも設置が必
要です。

A 煙式と熱式があります
　住宅用火災警報器には煙を検知する「煙式」と熱を検知する「熱式」があります。いち早く火災
を検知する煙式を付けましょう。台所に設置する場合で煙や蒸気が滞留する場合は熱式にすること
もできます。住宅の設置場所や環境に合わせて、選びましょう。

A 台所にも備えましょう
　台所への設置は義務ではありませんが、火災発
生の危険が高い場所のため設置をおすすめします。

● 取り付けが義務付けられている場所
● 取り付けが推奨されてる場所

※ 住宅用火災警報器の設置は法令で義務付けられ
ています。

　 根拠法令：唐津市火災予防条例第29条の２、
第29条の３など

Q どこに設置すればいいの？

Q どんな種類があるの？

住宅用火災警報器取り付け・交換を支援します！

問い合わせ 消防本部 予防課　☎72-4149
　　　　　　　　 FAX74-0119
　　　　　　　　 *yobou@city.karatsu.lg.jp

唐津市消防本部公式
Instagram

※注意 消防署では、住宅用火災警報器の販売や有料での取り付けなど
は行っていません。悪質な訪問販売などにご注意ください。

準備するもの

住宅用火災警報器を購入するなど
し、事前に準備してください。

申し込み方法

◆電話、メール、FAX、窓口
◆代理人による申し込みも可

対 象 世 帯

◆65歳以上の世帯
◆取り付けが困難な世帯など

申し込み・取り付け時間

平日の午前９時〜午後５時

申し込み先

唐津市消防本部 予防課
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固
定
資
産
税
の
減
免
申
請
は

６
月
23
日（
月
）ま
で

　

自
治
会
な
ど
が
所
有
し
、
ま

た
は
無
償
で
提
供
を
受
け
て
、

地
域
の
公
共
の
た
め
に
使
わ
れ

て
い
る
土
地
や
建
物
な
ど
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
固
定
資
産
税

が
減
免
さ
れ
ま
す
。

※
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
の
固
定
資
産

① 

地
域
の
公
共
の
た
め
に
使
用
し

て
い
る
集
会
所
と
そ
の
土
地

② 

遊
具
や
ベ
ン
チ
な
ど
が
あ
る

公
園
、
区
画
が
明
確
な
ご
み
・

資
源
物
の
集
積
所

③ 

地
域
住
民
の
福
祉
の
た
め
に

使
用
し
て
い
る
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
場
や
運
動
広
場
、
プ
ー
ル

用
地
な
ど

申
請
時
に
必
要
な
も
の

　

無
償
使
用
貸
借
契
約
書
の
写

し
な
ど

申
請
方
法

　

６
月
中
旬
に
送
付
す
る
「
令

和
７
年
度
集
合
税
額
決
定
納
税

通
知
書
」
を
持
っ
て
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※ 

減
免
申
請
書
と
無
償
貸
借
使

用
証
明
書
の
様
式
は
、
申
請

窓
口
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

※
郵
送
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

減
免
申
請
書
提
出
期
限

　
６
月
23
日（
月
）ま
で

申
請・問

　

 

税
務
課
（
☎
７
２
‐
９
１
１
８
）

　

 

ま
た
は
各
市
民
セ
ン
タ
ー

住
宅
の
耐
震
診
断・耐
震
改
修

を
補
助
し
ま
す

　
市
内
の
住
宅
の
地
震

に
対
す
る
安
全
性
向
上

を
目
的
に
、
昭
和
56
年
の
建
築

基
準
法
改
正
以
前
に
着
工
さ
れ

た
住
宅
の
耐
震
診
断
・
改
修
を

一
部
補
助
し
て
い
ま
す
。

耐
震
診
断
の
補
助

　

市
が
依
頼
し
た
建
築
士
が
診

断
を
行
い
、
後
日
診
断
結
果
を

報
告
し
ま
す
。

①
補
助
条
件

◆ 

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
さ
れ
た
木
造
戸
建
住
宅

（
増
築
部
を
含
む
）
で
、
所
有

者
自
ら
が
居
住
し
て
い
る
専

用
住
宅
で
あ
る
こ
と

◆
市
税
に
滞
納
が
な
い
こ
と

②
所
有
者
負
担
額 

５
千
円

耐
震
改
修
費
用
の
補
助

　

耐
震
診
断
の
結
果
、
耐
震
性

が
不
足
し
て
い
た
場
合
、
耐
震

補
強
設
計
に
基
づ
き
行
う
耐
震

改
修
工
事
の
費
用
を
補
助
し
ま

す
。

①
補
助
条
件

◆ 

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

着
工
さ
れ
た
建
築
物
（
増
築

部
を
含
む
）
で
、
耐
震
診
断

を
行
っ
た
結
果
、
現
行
の
耐

震
基
準
に
適
合
し
な
い
と
判

定
さ
れ
た
住
宅

◆
市
税
に
滞
納
が
な
い
こ
と

②
補
助
金
額

　

補
助
対
象
経
費
の
５
分
の
４

以
内
の
額
（
補
助
上
限
100
万
円
）

募
集
期
間

　
６
月
２
日（
月
）～

 

12
月
12
日（
金
）

※ 

予
算
が
な
く
な
り
し
だ
い
、

募
集
を
終
了
し
ま
す
。

問 

建
築
住
宅
課

 

（
☎
７
２
‐
９
１
３
９
）

消
防
団
ラ
ッ
パ
隊
員
募
集

　

消
防
団
員
の
士
気
を
高
め
る

ラ
ッ
パ
隊
を
一
隊
編
成
し
ま
す
。

ぜ
ひ
ラ
ッ
パ
隊
に
入
隊
し
、
唐

津
市
消
防
団
を
盛
り
上
げ
ま

し
ょ
う
。

募
集
条
件

　

唐
津
市
内
に
居
住
し
、
ま
た

は
勤
務
す
る
人
で
、
心
身
と
も

に
健
康
な
18
歳
以
上
の
人

　
性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

任
期

　
５
年
（
目
安
）

出
場（
演
奏
）す
る
式
典

　

毎
年
１
月
上
旬
開
催
の
消
防

出
初
式
（
ラ
ッ
パ
隊
の
活
動
が

活
発
に
な
れ
ば
、
そ
の
他
式
典

や
大
会
に
も
演
奏
）

練
習
内
容

◆
回
数　
月
１
～
２
回
程
度

◆
時
間　
１
～
２
時
間
程
度

◆ 

場
所　
文
化
体
育
館

（
和
多
田
大
土
井
）

報
酬

◆
年
額
報
酬 

３
万
６
千
５
百
円

◆
出
動
報
酬

　
練
習
１
回
に
つ
き 

５
百
円

　
式
典
１
回
参
加
に
つ
き
１
千
円

申
し
込
み
締
切
日

　
９
月
30
日（
火
）ま
で

※ 

ラ
ッ
パ
隊
の
編
成
に
は
一
定

の
人
数
が
必
要
で
す
。

　

10
人
程
度
を
必
要
と
し
て
い

ま
す
の
で
、
多
く
の
応
募
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
人
数
に
満
た
な
い
場

合
は
、
編
成
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法

　

ラ
ッ
パ
隊
申
込
書
に
記
入
し

て
、窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
込・問

　

 

地
域
消
防
課

 

（
☎
５
３
‐
７
１
１
９
）

　

 

ま
た
は
各
市
民
セ
ン
タ
ー

消防出初式での演奏の様子
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令
和
７
年
度

唐
津
市
森
林
危
険
木
伐

採
等
支
援
事
業
補
助
金

令
和
７
年
度
か
ら
補
助
要
件
を

緩
和
し
ま
し
た

　

倒
木
な
ど
の
危
険
性
が
あ
る

森
林
内
の
危
険
木
か
ら
、
住
宅

な
ど
へ
の
被
害
を
防
止
す
る
た

め
、
市
内
で
危
険
木
の
伐
採
と

撤
去
、
処
分
を
す
る
人
に
対
し

て
補
助
す
る
事
業
で
す
。

※ 

森
林
法
第
２
条
に
規
定
す
る

樹
木
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

 

森
林
法
第
２
条
で
は
「
主
と

し
て
農
地
ま
た
は
住
宅
地
と

し
て
使
用
さ
れ
る
土
地
以
外

の
土
地
に
集
団
で
生
育
し
て

い
る
立
木
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。

補
助
対
象
者

◆ 

危
険
木
が
あ
る
土
地
の
所
有
者

◆ 

危
険
木
の
所
有
者
か
ら
伐
採

な
ど
の
承
諾
を
得
た
住
宅
な

ど
の
所
有
者

判
断
基
準

◆ 

胸
高
直
径
が
お
お
む
ね
15 

cm

以
上
、
樹
高
が
お
お
む
ね
３
ｍ

以
上

◆ 

樹
木
の
状
態
や
環
境
が
悪
く
、

倒
木
の
危
険
性
が
あ
る
場
合

な
ど

補
助
率

　

補
助
対
象
経
費
の
２
分
の
１ 

（
限
度
額
20
万
円
）

申
請
に
必
要
な
も
の

　
申
請
書
・
現
状
写
真
・
見
積
書 

（
２
者
以
上
）
な
ど

問 

農
地
林
務
課

 

（
☎
７
２
‐
９
２
１
０
）

農
地
の
賃
借
料
情
報
を

更
新
し
ま
し
た

　

令
和
４
年
１
月
～
令
和
６
年

12
月
に
契
約
さ
れ
た
賃
借
料
に

基
づ
く
も
の
で
す
。
農
地
の
貸

し
借
り
を
す
る
と
き
の
参
考
に

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

こ
の
賃
借
料
情
報
に
法
的
な

拘
束
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実

際
に
契
約
す
る
と
き
は
、
当

事
者
同
士
で
よ
く
話
し
合
っ

て
く
だ
さ
い
。

※ 

賃
借
料
情
報
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
か
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

農
業
委
員
会
事
務
局

 

（
☎
７
２
‐
９
１
６
５
）

介
護
保
険
料
の
口
座
振
替
日
が

26
日
に
な
り
ま
す

　

介
護
保
険
料
の
振
替
日
を
令

和
７
年
度
分
か
ら
毎
月
26
日（
金

融
機
関
が
休
業
日
の
場
合
は
翌

営
業
日
）
に
変
更
し
ま
す
。

　

ま
た
、
納
付
書
で
納
め
て
い

る
人
の
第
１
期
納
期
限
は
６
月

30
日（
月
）で
す
。

問 

介
護
保
険
課

 

（
☎
７
０
‐
０
１
０
１
）

　

 

ま
た
は
各
市
民
セ
ン
タ
ー

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
の 

基
準
所
得
が
見
直
さ
れ
ま
す

　

令
和
７
年
度
分
の
介
護
保
険

料
の
基
準
所
得
が
見
直
さ
れ
ま

す
。

対
象
者

　
所
得
段
階
第
１
段
階
、
第
２
段

階
、
第
４
段
階
、
第
５
段
階
の
本

人
が
市
民
税
非
課
税
の
人
で
す
。

※ 

保
険
料
の
金
額
は
６
月
に
送

付
す
る
保
険
料
額
決
定
通
知

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

介
護
保
険
課

 

（
☎
７
０
‐
０
１
０
１
）

　

 

ま
た
は
各
市
民
セ
ン
タ
ー

第１号被保険者の介護保険料基準所得

所得段階 対象者 変更前 変更後

第１段階

・生活保護受給者
・ 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税

非課税の人
− −

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の人 80.9万円以下の人

第２段階 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課
税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万円を超え120
万円以下の人

80.9万円を超え120
万円以下の人

第４段階
世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非
課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が

80万円以下の人 80.9万円以下の人

第５段階
世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非
課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が

80万円を超える人 80.9万円を超える人
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に
ご
り
水
に
注
意

水
道
管
清
掃
の
お
知
ら
せ

　

皆
さ
ん
に
「
安
全
で
お
い
し

い
水
」
を
お
届
け
す
る
た
め
、

道
路
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
水
道

管
の
清
掃
を
行
い
ま
す
。

対
象
地
区
と
日
程

６
月　
唐
津
地
区

７
月　

 

相
知
・
北
波
多
・
厳
木
・

浜
玉
地
区

９
月　
呼
子
・
鎮
西
・
肥
前
地
区

作
業
内
容

　

水
道
管
に
設
置
し
て
い
る
消

火
栓
な
ど
か
ら
勢
い
よ
く
放
水

し
、
水
道
管
内
の
鉄
さ
び
な
ど

を
流
し
ま
す
。

作
業
時
間（
平
日
）

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
１
か
所
あ
た
り
20
分
程
度
）

注
意
と
お
願
い

◆ 

に
ご
り
水
が
出
た
と
き
は
、

し
ば
ら
く
水
を
流
し
て
く
だ

さ
い
。

◆ 

牛
乳
の
よ
う
な
白
い
水
は
、
水

の
中
に
空
気
が
混
ざ
っ
た
も
の

で
体
に
害
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時

間
が
経
つ
と
澄
ん
で
き
ま
す
。

◆ 

高
い
と
こ
ろ
で
は
、
水
圧
の

低
下
で
水
の
出
が
悪
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問 

上
下
水
道
局
管
路
サ
ー
ビ
ス

 

（
☎
７
２
‐
９
１
４
８
）

第
12
回
戦
没
者
等
の

遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金

の
請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

対
象
者

　

令
和
７
年
４
月
１
日
時
点
で

公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど

を
受
け
て
い
る
遺
族
が
い
な
い

場
合
、
次
の
順
番
で
先
順
位
の

遺
族
お
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

① 

令
和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
、

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援

護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給

権
を
取
得
し
た
人

②
戦
没
者
等
の
子

③ 

戦
没
者
等
の
父
母
、
孫
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹

④ 

①
～
③
以
外
の
戦
没
者
等
の

三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、
姪

な
ど
）

※ 

戦
没
者
等
の
死
亡
後
に
生
ま

れ
た
人
は
対
象
外
で
す
。

※ 

④
に
該
当
す
る
人
は
、
戦
没

者
等
の
死
亡
時
に
１
年
以
上

生
計
関
係
が
あ
っ
た
人
に
限

り
ま
す
。

支
給
内
容

　

額
面
27
万
５
千
円
、
５
年
償

還
の
記
名
国
債

請
求
期
限

　
令
和
10
年
３
月
31
日（
金
）ま
で

請
求・問

　

 

福
祉
総
務
課

 

（
☎
７
２
‐
９
２
５
２
）

　

 

ま
た
は
各
市
民
セ
ン
タ
ー

訪
問
健
康
相
談
の

お
知
ら
せ

　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
で
は
、
75
歳
以
上
の
人

を
対
象
に
、
訪
問
で
健
康
相
談

を
行
い
ま
す
。
家
庭
で
よ
り
よ

く
生
活
す
る
た
め
に
、
健
康
に

関
す
る
こ
と
や
医
療
機
関
の
利

用
方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
情
報

提
供
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。

　

日
頃
の
体
の
悩
み
や
気
に
な

る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※ 

対
象
の
人
に
は
、
案
内
文
を

送
付
し
ま
す
。

※ 

訪
問
健
康
相
談
は
、
無
料
で

す
。

問 

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療

　

 

広
域
連
合

　

 （
☎
０
９
５
２
‐
６
４
‐
８
４
７
６
）

ラ
ブ
ア
ー
ス・ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ

２
０
２
５
に
参
加
し
よ
う

　

郷
土
の
美
し
い
自
然
を
未
来

に
引
き
継
ぐ
た
め
、
海
岸
や
河

川
、
各
地
区
町
内
の
清
掃
活
動

を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
ぜ
ひ
参

加
し
て
く
だ
さ
い
！

開
催
日
時

　
６
月
15
日（
日
）

　
午
前
８
時
30
分
か
ら

開
催
場
所

◆
東
の
浜　
　
◆
西
の
浜

◆
佐
志
浜　
　
◆
幸こ

う

多た

里り

浜は
ま

◆
相お

う

賀か

の
浜　
◆
高
島

◆
神か

し
わ集
島じ

ま　
　
◆
浜
崎
海
岸

※ 

小
雨
時
は
決
行
し
、
雨
天
時

は
中
止
し
ま
す
。

　

中
止
の
場
合
は
、
チ
ャ
ン
ネ

ル
か
ら
つ
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
午
前
７
時
か
ら
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

※ 

ご
み
袋
は
受
付
時
に
配
布
し

ま
す
。

問 

環
境
課

 

（
☎
７
２
‐
９
１
２
４
）

令
和
６
年
度
緑
の
募
金

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

　

自
治
会
や
事
業
所
、
学
校

な
ど
多
く
の
皆
さ
ま
か
ら

559
万
３
千
895
円
の
募
金
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。
募
金
は
、
緑
化

の
推
進
や
森
林
の
整
備
な
ど
、

地
域
の
美
し
い
郷
土
づ
く
り
に

役
立
っ
て
い
ま
す
。

問 

唐
津
市
緑
花
推
進
協
議
会

　

 （
都
市
計
画
課
内
）

 

（
☎
７
２
‐
９
２
５
０
）

▲日程はこちら

水道週間
６月１日～７日

上下水道局

透き通る 誇れる水に 感謝する
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６
月
23
日
～
29
日
は

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す

令
和
７
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

誰
で
も
、ど
こ
で
も
、自
分
ら
し
く

　

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
一
人
ひ

と
り
が
個
性
と
能
力
を
最
大
限

に
発
揮
で
き
る
社
会
に
つ
い
て
、

こ
の
機
会
に
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
？

　

市
で
は
「
男
女
共
同
参
画
週

間
」
に
あ
わ
せ
て
、
男
女
共
同

参
画
に
関
す
る
パ
ネ
ル
な
ど
を

展
示
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く

だ
さ
い
。

展
示
期
間

　
６
月
21
日（
土
）～
29
日（
日
）

展
示
場
所

　
市
役
所
本
庁
１
階
市
民
ホ
ー
ル

展
示
内
容

◆ 

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
資
料

◆
市
の
事
業
紹
介

◆ 

市
民
団
体
の
男
女
共
同
参
画

推
進
に
関
す
る
活
動
紹
介
展

示
物
な
ど

※ 

活
動
紹
介
展
示
を
行
う
市
民

団
体
・
グ
ル
ー
プ
を
募
集
し

ま
す
。
希
望
す
る
団
体
は
、

６
月
13
日（
金
）ま
で
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

問 

男
女
共
同
参
画
室

 

（
☎
７
２
‐
９
２
３
９
）

６
月
１
日
は

人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

　

人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ

れ
た
６
月
１
日
は
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
市
で
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
23
人
の
人
権
擁
護
委
員

が
市
役
所
や
公
民
館
な
ど
で
人

権
相
談
に
応
じ
た
り
、
小
・
中
学

校
で
人
権
教
室
を
開
催
す
る
な

ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
い
じ
め
や

家
庭
内
の
も
め
ご
と
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
、

相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
の
で
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問 

人
権
・
同
和
対
策
課

 

（
☎
７
２
‐
９
１
２
５
）

人
権
標
語
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

同
和
問
題
や
人
権
問
題
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

応
募
資
格

　
市
内
に
住
む
小
学
生
以
上
の
人

応
募
期
限

　
６
月
20
日（
金
）ま
で

応
募
方
法

　

職
員
常
駐
の
公
民
館
に
用
意

し
て
い
る
応
募
用
紙
に 

①
標
語

②
住
所 

③
氏
名 

④
年
齢 

を
記

入
し
て
、
生
涯
学
習
文
化
財
課

ま
た
は
各
公
民
館
に
提
出
す
る

か
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

郵
送
先

　

 

〒
８
４
７
‐
０
０
１
３

　
唐
津
市
南
城
内
１
番
１
号

　
 

唐
津
市
役
所
大
手
口
別
館

（
大
手
口
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
６
階
）

※ 

応
募
は
１
人
２
作
品
ま
で
で
す
。

※ 

小
・
中
学
生
は
１
人
１
作
品

を
各
学
校
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

問 

生
涯
学
習
文
化
財
課

 

（
☎
７
２
‐
９
１
５
９
）

　

  

ま
た
は
近
く
の
職
員
常
駐
の

公
民
館

唐
津
市
景
観
ま
ち
づ
く
り

推
進
事
業
補
助
金

（
第
１
回
）の
募
集

　

景
観
計
画
の
重
点
区
域
（
城

内
地
区
・
曳
山
通
り
）
で
の
、

住
宅
な
ど
を
周
囲
の
町
並
み
に

調
和
さ
せ
る
工
事
、
笹さ

さ

垣が
き

維
持
、

景
観
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
支
援

し
ま
す
。

第
１
回
申
込
期
限

　
６
月
30
日（
月
）ま
で

※ 

令
和
８
年
３
月
中
旬
ま
で
に

事
業
が
完
了
す
る
も
の
に
限

り
ま
す
。

※ 

予
算
が
な
く
な
り
し
だ
い
、

受
け
付
け
を
終
了
し
ま
す
。

申
込・問 

都
市
計
画
課

 

（
☎
７
２
‐
９
１
３
６
）

事業内容 申し込みできる人 対象範囲 主な補助金額（工事経費の1/2以内）
※上限額あり、補助の基準あり

まちなみ修景事
業・笹垣維持事
業

対象範囲内の所有者
などで、市税の滞納
がない人

景観
計画
重点
区域

・城内地区
・曳山通り

屋根 上限100万円門・塀（公道から見える部分）
外壁（公道から見える部分） 上限  50万円
生垣（公道に面する部分） 上限  30万円
設備（公道から見える室外機等の目隠し、塗装等） 上限  10万円
笹垣の維持にかかる経費（せん定・刈り込みなど） 上限    3万円

曳山通り 軒（公道に面する部分） 上限  40万円

景観まちづくり
活動支援事業

景観まちづくり市民
団体（事業地区の区
長から同意が必要）

市内全域 景観まちづくり活動に関する経費 上限  20万円

※区域内で建築などの行為を行うときは、補助金の有無にかかわらず、必ず届け出が必要です。

景観計画の重点区域（城内地区・曳山通り）

唐津城
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夏
季
プ
ー
ル
監
視
員
を

募
集
し
ま
す

対
象
者

　
18
歳
以
上（
高
校
生
不
可
）で
、

25
メ
ー
ト
ル
以
上
泳
げ
る
健
康

な
人

仕
事
内
容

　

入
場
整
理
、
遊
泳
監
視
、
ろ

過
機
操
作
な
ど

勤
務
場
所

　
二
タ
子
児
童
プ
ー
ル

勤
務
期
間

　
７
月
18
日（
金
）

 

～
９
月
１
日（
月
）

※ 

８
月
７
日（
木
）と
８
月
８
日

（
金
）は
プ
ー
ル
休
館
の
た
め

休
み
に
な
り
ま
す
。

募
集
人
員　
５
人

勤
務
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

応
募
期
限

　
６
月
27
日（
金
）
ま
で

問 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 

（
☎
７
２
‐
９
２
３
７
）

令
和
６
年
度

住
民
基
本
台
帳

閲
覧
状
況
を
公
表

　
閲
覧
の
請
求
者
、
請
求

理
由
な
ど
の
状
況
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市
民
課

と
各
市
民
セ
ン
タ
ー
の
窓

口
で
確
認
で
き
ま
す
。

問 

市
民
課

 

（
☎
７
２
‐
９
１
２
０
）

野生鳥獣対策！　農作物被害を防ぐ３つの方法

　イノシシやサルなどの出没情報や農作物被害が毎年報告されています。特に同じ地域で何度も目撃され、
被害が続く場合は近くに野生鳥獣が潜んでいる可能性があります。このような場合は気付かないまま野生鳥
獣に隠れ場所やエサを提供しているかもしれません。適切な対策をして農作物の被害を減らしましょう。

市が推進している３つの対策

　長く続けるためにも集落内で話し合い、多くの人が参加できる体制をつくりましょう。
　もしも野生のイノシシやサルに出会ってしまったら、相手を興奮させないように
　ゆっくりと後ずさりして距離をとり、その場を離れましょう。

 問 農政課　（☎53-7501）

① 棲
す

み分け（環境）対策
農地周辺の茂みや、やぶを払っ
て、隠れ場や潜み場を解消し、農
地に近寄らないようにします。ま
た、収穫しない農作物や収穫後の
残りかすなどを処分してエサ場
を無くします。

②　防 護 対 策
農地や農作物の周辺をワイヤー
メッシュ柵や電気柵で囲って、
外からの野生鳥獣の侵入を防ぎ
農作物を守ります。柵の管理も
大切です。

③　捕 獲 対 策
農作物を荒らしている野生鳥
獣を捕獲します。棲み分け対
策と防護対策を併せて実施す
ることで野生鳥獣を捕獲でき
る確率も上がります。

令和６年度情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況 問 情報公開室（☎72-9183）

情報公開制度の実施状況
請求件数
（申出）

開示の方法（重複あり）
閲覧 写しの交付 その他

135 12 120 10

請求に対する決定などの処理状況
開示 部分開示 不開示 不存在 取り下げ 処理中
47 83 ９ ２ １ ２

※重複あり
※「処理中」は、令和７年度に持ち越したもの

審査請求 ０

実施機関別の請求件数
実施機関 件数 実施機関 件数

市長 85 選挙管理委員会 0
モーターボート競走事業 1 監査委員 0

上下水道事業 27 公平委員会 0
消防長 7 農業委員会 2

教育委員会 13 固定資産評価審査委員会 0
議会 0 合計 135

個人情報保護制度の実施状況
開示請求 29
訂正請求 0

利用停止請求 0
合計 29

処
理
状
況

開示 10
部分開示 17
不開示 1
不存在 1
取下げ 1
処理中 0

審査請求 0
※重複あり
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第
18
回
唐
津
市
民
種
目
別 

ス
ポ
ー
ツ
大
会
参
加
者
募
集

　

競
技
ス
ポ
ー
ツ
の

底
辺
拡
大
と
競
技
力

向
上
を
図
る
と
と
も

に
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
市
民
交

流
の
促
進
や
健
康
の
増
進
を
目

的
と
し
て
、
種
目
別
ス
ポ
ー
ツ

大
会
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

大
会
内
容

　

全
20
種
目
34
種
別
の
競
技
を

14
地
区
ス
ポ
ー
ツ
協
会
対
抗
で

開
催
し
ま
す
。

申
込
方
法

　

参
加
を
希
望
す
る
人
は
各
地

区
ス
ポ
ー
ツ
協
会
に
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。

期
日・場
所

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問 （
公
財
）
唐
津
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

 

（
☎
７
３
‐
２
８
８
８
）

　

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

 

（
☎
７
２
‐
９
２
３
７
）

▲市ホームページは
　こちら

『唐津から、世界へ。』
L

レ オ

EO B
ブ ラ ッ ク ス

LACKS S
サ ガ

AGA、L
レ オ

EO N
ナ イ ナ ー ズ

INERS を応援しよう！ 試合日程など
◀詳細はこちら

クラブHP
　今月は、LEO BLACKS SAGAの2025シーズン選手紹介です！
　チーム発足から８年目を迎える今年は、新しく２人の外国籍選手が加入しています。
　新加入の外国籍選手はスウェーデンのリーグからトム ルパート・ヨランソン選手とオリバー・オブレボ シ
ルベイラ選手の２人が加入しております。２人はスウェーデンのリーグで優勝に貢献し、世界大会に出場した
経験もあります。
　ぜひ選手の顔を覚えて、熱い声援を送ってください！ 問 スポーツ振興課（☎72-9237）

【主将】
#16　小

こ
堺
ざかい

　翼
つばさ

出 身 地　福岡県大牟田市
生年月日　1994年３月21日
身長/体重　185cm/88kg

#7　網
あみ

本
もと

　将
しょう

也
や

出 身 地　広島県広島市
生年月日　1988年７月17日
身長/体重　181cm/70kg

【選手兼コーチ】
#45　原

はら
　慎

しん
也
や

出 身 地　福岡県糸島市
生年月日　1983年７月17日
身長/体重　174cm/75kg

#3　福
ふく

本
もと

　翔
しょう

太
た

出 身 地　愛知県豊田市
生年月日　1991年９月21日
身長/体重　185cm/83kg

【新加入】
#2 T

ト ム
om R

ル パ ー ト
upert G

・ ヨ ラ ン ソ ン
öransson

出 身 国　スウェーデン
生年月日　1998年3月23日
身長/体重　201cm/102kg

#11 C
コ リ ー
ORY S

セ フ ォ ー ス
ERFOSS

出 身 国　アメリカ合衆国
生年月日　1993年２月13日
身長/体重　195cm/92kg

【新加入】
#10 O

オ リ バ ー
liver Ö

・ オ ブ レ ボ
vrebö S

シ ル ベ イ ラ
ilveira

出 身 国　スウェーデン
生年月日　1998年９月29日
身長/体重　194cm/100kg

#14　堤
つつみ

　瑛
えい

幹
き

出 身 地　佐賀県佐賀市
生年月日　2000年11月30日
身長/体重　177cm/71kg
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